
【札幌市認可保育施設向け】

令 和 4年 (2022年)8月 4日

保育利用 (2号 。3号認定)の保護者各位

札幌市子 ども未来局長

保育施設における新型コロナウイルス感染症「濃厚接触者」の特定について

これまで札幌市では、感染対策の徹底が難 しい未就学のお子様を預かる保育施設におい

て、保健所が参考 として示 した基準により各施設で濃厚接触者を特定することで、施設に

おける感染拡大防止に努めてまい りました。

しかし、既に企業等に対しては濃厚接触者の特定が求められていない中、重症1ヒッ_る之

が低く…、_感染堂ェら_発症までの凱 F日弓と短 _̈!。と,さ」れ【いる五ミ_2_F_∠株が巡 _セ(比 _ど_a兜状に

おいて、保育施設のみ濃厚接触者を特定して利用壺」_限生続ける_こ _上 _咀Ⅲ…社会鶴 動の維

it二重人な影響!を及_ぼす懸念が生じております。

以上のことから、本通知発出後、札幌市のイ呆育施設における濃厚接触者の特定を行わな

いことといた しましたので、保護者の皆様におかれましては下記事項について留意 してャニ

だ このたび ヤ つ い い よ い い

記

1 保育施設で陽性者が発生 した場合の取扱いと今後の留意点について

陽性者が発生 した際には、各施設から保護者の皆様へ速やかに情報提供いた しますの

埒 日 贈前十 ム 旱ゝ 緯 イ太誦 答 裡 >菖 船 考 笙 言 席 イレ′リスクの呂 ナ ル 名歩有申t 留 音の しで 、 の ヤ｀ の

てください。

また、お子様に発熱や呼吸器症状があるなどの体調不良時には登園しないことを徹底

していただくとともに、症状に応 じて医療機関を受診してください。

なお、これまで園で特定していた濃厚接触者に当たる方へ個別に登園を制限すること

はありません。

ご家庭におかれましても、引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。

2 登園基準について

今回の取扱い変更により、 7月 28日 付け 「新型コロナウイルス感染症における保育施

設利用者の登園基準の変更等について」でお知 らせ している登園基準自体には変更あ り

ませんが、本通知の内容について反映いたしましたので、別添のとお りお知 らせいた し

ます。

【担当】

子ども未来局子育て支援都施設運営課運営係 電話 :011(2■ )2986
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別  添
令和 4年 (2022年 )8月 4日

(修正部分は裂 字で表記 )

保育利用 (2号・ 3号認定)の保護者各位

札幌市子ども未来局長

新型コロナウイルス感染症における保育施設利用者の登園基準の変更等について

新型コロナウイルス感染症に係る登園基準の見直しについて (8月 1日適用)

従来 (今年 3月 24日 時点)お示ししていた園児にお休みいただく基準について、オミ

クロン株の特性や社会経済活動の維持といつた国の方針等を踏まえ、以下のとおりとし

てお ります。下表に該当する期間は、保育施設をお休みいただくようお願いいたします

1

(利用者負担額 (保育料)の 日割 り返還対象となります。)。

陽性者の療養期間については、保健所の指示に従つてください。

外出自粛期間は、原則陽性者との最終接触 日を 0日 目として 5日 目までですが、陽性者

が同居家族で濃厚接触者となった場合には、保健所の指示に従つてください。

(参考 :イ呆健所 HP  httpsi//闘町ro city.sapporo.jp/hoken io/noukousessyokusya.html)

また、社会機能維持者であるか否かに関わらず、2日 目及び 3日 目の抗原定性検査キット (薬

事承認されたもの)を用いた検査で陰性を確認した場合は、3日 目から解除可能です。

■幼児焦2いてL抗原定L検査士_∠ _工を用上1る。三_≧Ⅲ生想定_ヒてお二ずェね子様_ユ2が遼星接

触との場合にエェ_二 _日 _F日弓lま待機となります (厚生労働省通知より)。

(注 1)

(注 2)

※ 今√だ7翠 年 7ガ 雰
「

まり庁紗 蒸輩 衛嘱 家族だ濃厚接触者がレ`う場合、何居家族′ご症状があ クPσ
=

校杏を受ける場OF鬱 智 ナろ因児′ごつレ`ては、≧周の幸4眼′まあ り支せん。

令√/7翠 牢 7ガ %冒まり訪の基準′ごまう保育料の耳割 ク返遷′ま7ガ末支でが汀象とな り支九

2 お子様の体調管理等について

上記 1にかかわらず、お子様が発熱や呼吸器症状の発症などの体調不良時には保育所等

③登園しているお子様に症状があ り、PCR検
査等を受ける

②登園しているお子様が「濃厚接触者」とな
つた

①登園しているお子様が感染した

園への連絡事由

PCR検査等を受けることが決まつた日から検査結

果 (陰性)が確認されるまで

ただし、お子様が「濃厚接触者」と特定されてい

て、症状が出て検査を受けた場合には、結果が陰
性であつても②のとおりとしてください。

外出自粛 (待機)期間 (注 2)の間

保健所による療養期間の間 (注 1)

お休みいただく期間

の利用はできませんのでよろしくお願いします

(次ページヘ続 く)
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3 園への連絡について

各施設では、保護者様からの情報をもとに、陽性者が発生 した場合に備えて準備をして

おりますので、以下に る場合、必ず園に御 ください。また、その際には園から

のお子様や御家族の症状等の間き取 りに御協力ください。

ア 登園 しているお子様が感染、又は 「濃厚接触者」 となつた場合

イ 登園 しているお子様が PCR検査等 (※)を受けることになつた場合

※ここでいうPCR検査等とは、お子様に症状がある場合や保健所の指示または診察した医師の

判断で行われるものをいい、会社の指示で受けたなどの場合は含まれません。

4 周で感染者力溌 空 した場合

施設職員の多くが新型コロナウイルス感染症の陽性者となつた、または、同居家族等の

濃厚接触者にな り職員体制が整わない場 には、止むを得ず休園する場合があ ります。

(特定のクラスのみ休園する場合や開園時間を短縮する場合もあ ります。)

この休園対応は、札幌市と園で協議 した結果に基づき、札幌市か ら要請するものとな り

ますので、あらかじめ御理解いただくとともに、体園する際の早めのお迎え等について御

協力くださいますよう、お願いいた します。

なお、休園する場合には、園から直接お知 らせいた します。

5 回 での濃厚接触者の特定 r_― つιれて

保育施設においても、企業等 と同様に濃厚接触者の特定を行わないこととしました。(令

和 4年 8月 4日 「保育施設における新型コロナウイルス感染症 「濃厚接触者」の特定につ

いて」を参照)

日頃から、お子様の体調管理に十分留意 していただくとともに、お子様に発熱や呼吸器

症状があるなどの体調不良時には登園 しないことを徹底 していただきますよう、引き続き

ご協力をお願いいたします。

【担当】

子ども未来局子育て支援都施設運営課運営係  電話 :011(2H)2986
※ 利用者負担額 (保育料)の 日割 り返還については、

保育推進課保育料係 (電話 :011(2H)2987)へお願いします。



令不日4年 (2022年)8月 【札幌市内 認可保育施設向け】

保 護 者 の 皆 様 ヘ

◆年の夏は、新型コロナウイルスの感染者数が増加している一方、

基本的な感染対策を徹底することにより、社会経済活動を維持して

いこうとする状況にあります。

◆後の保育施設での取組みについてお知らせしますので、

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

・ 園での濃厚接触者の特定を行わないこととしました。

3月 4日付け通矢日でお矢□らせしたとおり、重症lL!ユスクがLし こ`三わ饉 4ヽミクロ

ツムの特性を踏まえ、社会経済活動維持のために札幌市の保育施設においても

こヽとといたしました。

オミクロン株は発症までの期間が短いと言われています。国で陽性者が発生したり、

感染者と接角虫があつた際には、数日F日]lま樋 ほの然調管理や高m萱善の重庄lLり_スク

が邑笠lフ
j生卿 E留意してください。

体調不良の際は、登園を控えましょう。

発熱や B乎吸器症状が認められた場合、症状が改善するまでお体みください。

.̈E熱2ぽし_Ⅵ員__「曝が癌し_lJ__な
=員

…Ⅲし_1,ここ違D生慰し0こ生が

珈 ばⅢ…写埋Xヨお体_み し、抑 り
=江

狙曇篭逍ゴ団説いただくよう、往]

協力をお願いいたします。

瓢
新型コロナウイルスの受診・ 検査 WEB案内 (WEB 7119)

httK)Si//― city SaDDOrO j()/hokenio/c】 c】 /、A′eb 7119 html

新型コロすウイルス感染症に係る登園基準について (3月 1日から)

すでにお知らせしておりますが、現在の登園基準は以下のとおりです。

③ お子様に症状があり、PCR検査等を受

ける

② お子様が濃厚接触者となつた
① お子様が感染した

園への連絡事由

PCR検査等を受けることが決まつた日から検

査結果 (陰性)が確認されるまでの間

外出自粛 (待機)期間の間 (通常、陽性者との

最終接触日をO日 目として 5日 目まで)

保健所が指示した療養期間の間

お休みいただく期間

※ 上記のいずれかに該当 して休む場合や職員体制が整わないために園が休園に

なつた場合、利用者負担額 (保育料)の日割り返還対象となります。

応染症拡大防止に
す部静,ください

（，いや鵡

札幌市子ども未来局
n
鶴曾


